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■お問い合わせ先■　与論空港管理事務所　　電話　0997-97-3465

　◆お見送りでのご来場の際は、乗り合わせにご協力下さい。
　　　例年、駐車スペースが不足し、一般利用客が駐車できない状態となっています。

　◆事故防止のため、駐車場は時計回りの一方通行で、徐行運転をお願いします。

　　 また、駐車禁止を示した場所への駐車はおやめ下さい。

　◆車を駐車したまま島外へ出る方は、「与論クリーンセンター前　臨時駐車場」を
      ご利用ください。

町民のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。　

公園 ターミナルビル

バス駐車場

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

17 (月)

18 (火)

19 (水)

20 (木)

21 (金)

22 (土)

23 (日)

茶花小学校卒業式 9：50～11：25 茶花小学校体育館 教育委員会

与論小学校卒業式 9：30～ 与論小学校体育館 教育委員会

那間小学校卒業式 10：00～11：30 那間小学校体育館 教育委員会

25 (火) 修了式・離任式 各小・中・高 教育委員会

26 (水)

27 (木)

28 (金)

29 (土)

30 (日)

24 (月)

飼い猫等の適正な飼養について（お願い）

                   環境課　0997-97-4712

　猫を飼養していないご家庭から、「近所で飼養されている猫が敷地に入り、
玄関先等に糞をして困っている。毎回処理をしているが何度も来る。」といっ
た意見が環境課まで寄せられています。こういった事例は今回だけでなく、
日常的に発生していると思われます。
　どなたでも玄関先や敷地内に何度も糞をされると不快に感じると思います
ので、大変難しいこととは存じますが、犬や猫を飼われているご家庭は近隣
の方々に迷惑をかけないよう、適正な飼養をお願いいたします。

募集人数 ：４～５名程度

作業期間 ：令和７年４月～令和８年３月

作業時間 ：①調理作業 午前 ８時００分～１２時００分（４時間程度）

②洗浄・片づけ作業 午後 １時３０分～ ４時３０分（３時間程度）

③配送車運転業務 午前１０時４５分～１２時００分（１時間１５分程度）

午後 １時３０分～ ２時３０分（１時間程度）

・１ヶ月に２回～８回程度

※基本的には常勤調理員が足りない日や人手が必要な日に作業をお願いする形になります。

作業内容 ：①・②与論町立学校給食センター内での学校給食調理作業等

③ 給食の配送・回収時の配送車の運転作業

委託料 ：①・②１時間あたり１，２５０円 ③１時間あたり２，０００円

応募期限 ：令和７年３月２７日(木)17：00まで

応募用紙 ：与論町立学校給食センターもしくは与論町役場２階教育委員会にある応募用紙をもらう

応募用紙提出先：学校給食センターもしくは役場２階教育委員会

採用の決定：電話もしくは対面での簡単な面接のうえ、

採用された方には随時ご連絡いたします。
【問い合わせ先】

与論町立学校給食センター
担当：裾分・白石

電話：９７-４４３８



空港利用者専用臨時駐車場のご案内 
 

  与論空港における駐車場内混雑緩和のため，臨時駐車場を整備いたしました。 

空港内駐車場は夜間駐車禁止となっているため、長期で空港に駐車される方は

臨時駐車場をご利用ください。町民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

◆場  所◆  与論クリーンセンター美ら島前 

 

◆注意事項◆  臨時駐車場ご利用の際のご予約等は行いません。 

車の施錠等はご自身で確実に行ってください。 

駐車場内において，万一，事故等が発生した場合の責任は一切 

負いません。 

 

◆お問合せ先◆ 与論空港管理事務所 0997-97-3465 

 

与論クリーンセンター美ら島 

臨時駐車場 

❷

令和７年４月１日以降に建築に着工する場合・・・

① 県内どこでも階数２以上又は延べ面積200㎡超(※1)の建築を
する場合，建築物の申請手続き(※2)が必要となります。
※1：都市計画区域外の木造の場合でも必要となります。

都市計画区域内は従来どおり，原則，規模に関わらず手続きが必要となります。
※2：建築基準法に基づく建築確認申請手続き

② 原則全ての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)を
省エネ基準へ適合させる必要があります。

※１ 都市計画区域外：与論町内すべての地域

詳細については，下記へお問い合わ
せください。
【大島支庁建設課建築係】
0997-57-7344
【与論町建設課】
0997-97-4928

省エネ基準へ適合させるためには・・？
断熱材の施工／断熱性の高い窓／高効率の設備機器等

・・

建築をする際の手続きが改正されます！

道路上にはみ出した樹木・草等のせん定・伐採をおねがいします

私有地から道路上にはみ出してい
る樹木・草等は私有地の所有者のも
のです。

私有地から道路上にはみ出した樹
木・草等が原因で事故が発生した場
合、私有地の所有者が管理責任を問
われる場合があります。

道路法等に規定されている建築限
界（左図）を参考に、せん定・伐採
など適切な管理をお願いします。

詳細はこちらまで

（本町ホームページ）→

建設課 97-4928

建設課では道路上の樹木・草等の撤去依頼を受け付けていますが、これらの中には本来、私有地の所有者が管理
するべきものが多く含まれており、対応に苦慮しているところです。

道路上にはみ出している樹木・草等の所有者には、建設課から撤去依頼を通知することがありますので、ご理
解・ご協力をお願いします。



❸

江ヶ島近くの敷地に木材の不法投棄がありました。

ごみステーションではない場所にごみを捨てることのないよう、注意をお願いいたします。

不法投棄は重大な犯罪です。絶対にしないで下さい。

不法投棄をすると、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下（法人の場合は3億円以下）の罰金に処せられます。

不法投棄及び投棄をしている所を見つけた方は、警察又は環境課までご連絡をお願いします。

不法投棄禁止！

       環境課　0997-97-4712

不法投棄

箇所

与論空港

与論港

九州電力



❹



❺　問い合わせ先 役場税務課 0997-97-3133

　

令和７年度町県民税・国民健康保険税申告
役場庁舎内での受付日程について

　　　 申告用紙が不足する場合は,与論町ホームページからダウンロードしていただくか,税務課までお越しください。

　　作成スペースで作成していただきます。時間内に完成しない場合や，会場の混雑状況によっては，

　　ます。

　　職員での経費振り分け，内訳書作成は行いません。ご自身で経費をまとめ，収支内訳書を作成の上申告をお願いいたし

役場庁舎内での申告は，下記日程において受け付けます。

期間：令和７年２月２６日（水）～令和７年３月１７日（月）＊土日祝は除く
午前の部　　９：００～１１：００
午後の部　１３：３０～１５：３０

会場：与論町役場１F　庁議室

申告期限　令和7年3月17日（月）
 

　　お帰りいただき，再度役場にて申告していただくことになりますので予めご了承ください。

　 ※申告書及び収支内訳書は１月２３日（木）の小組合文書で配付しています。

　　※申告受付は，収支内訳書を作成完了されている方からさせていただきます。全く作成されていない場合は，

【収支内訳書等事前作成のお願い】

　　営業・漁業・農業・畜産等の事業，不動産に係る所得の申告をされる方は「収支内訳書」、医療費控除を
　受ける場合は「医療費控除の明細書」の事前作成をお願いいたします。

＼与論町国保からの大切なお知らせ／

『マル学』の手続きが必要です

◆修学のため与論町から転出するとき◆
大学や専門学校などへ進学のため与論町から転出される方は『マル学』の手続きが必要です。

転出の手続きの際に、進学することをお知らせください。

マル学該当者は、転入先の市町村で国保に加入する必要はありません。

入学後に在学証明書・住民票のご提出をお願いします。

< 届出に必要なもの >

・保険証または資格確認書

・在学証明書

・世帯主の印鑑 ・住民票

◆現在マル学適用中で引き続き修学するとき◆
学生である間は毎年４月に在学証明書の提出(更新手続き)が必要です。

新年度の４月１日以降に発行された在学証明書をご提出ください。

< 届出に必要なもの >

・在学証明書（新年度の４月１日以降に発行されたもの）

・世帯主の印鑑

※修学中に引っ越し（住所変更）した場合は、現在交付されているマル学保険証(資格確認書)

　と新住所地の住民票も併せてご提出ください。

◆卒業などで学生ではなくなったとき◆
資格喪失の手続きと、マル学保険証(資格確認書)の返還が必要となります。

資格喪失の手続きをしないと、国民健康保険税が加算されたまま
となりますので、ご注意ください！

< 届出に必要なもの >

・マル学保険証または資格確認書

・学生でなくなったことを証明する書類(卒業証明書, 退学証明書など）

・新たに加入した資格確認書または資格取得証明書の写し

・世帯主の印鑑

お問い合わせ先 ： 与論町役場 健康長寿課 国民健康保険係

☎ 97-4992（直通）

※『マル学』とは、修学のために親元を離れて町外(島外)へ転出する場合に、修学先

でも与論町の国民健康保険に加入することができる制度です。

※マイナ保険証利用中の方も含む

●サトウキビへの施肥方法の研修会のお知らせ● 

 

日本水環境学会熱帯亜熱帯地域水環境研究委員会調査研究グループでは、2023 年度～2024

度に与論島において、サトウキビ栽培での施肥効率を改善するために調査研究を行ってきま

した。本研修会では、これまでの研究結果とサトウキビへの施肥方法についてお話します。 

 

〇お財布にも環境にも優しい！【サトウキビへの新しい施肥方法のすすめ】 

日時：2025年 3月 28 日（金） １８：００～１９：００ 

場所：与論町役場 1階 多目的ホール 

 

講師：琉球大学農学部 地域農業工学科 中野拓治 客員教授 

   東京農業大学 国際食料情報学部 国際農業開発学科 中西康博 教授 

   愛媛大学 地域環境整備学 治多 伸介 教授 

 

―お問合せ― 

 NPO 法人海の再生ネットワークよろん 0997-85-1076(池田) 

 協力：与論町役場産業課 



❻

与論徳洲会病院 龍美クリニック
（小児予防接種外来） （3歳以上）

実 施 日 月～金（祝日を除く） 診療日（水曜午後・土曜午後休診） 水・木（祝日を除く）

8:30～11：30

15：00～17：30

電話番号 0997-97-2511 0997-84-3330 0997-97-5607

与論徳洲会病院
（内科）

実 施 日 月～水、土（祝日を除く） 診療日（水曜午後・土曜午後休診） 水・木（祝日を除く）

（月～水）17：00 8：30～11：30

　　（土）　　10：00 15：00～17：30

電話番号 0997-97-2511 0997-84-3330 0997-97-5607

●　対象の方には予診票をお届けしています。

　　　今年度は一斉通知していますので、年齢や間隔によって接種できる時期が一人ひとり違います。

　　　予診票の使用期間に沿って接種の計画を立ててください。

●　ご不明な点は、与論町保健センターへお問い合わせください。

✿小児の定期予防接種✿

パナウル診療所

予約方法 ２週間前の金曜正午まで ２週間前の金曜正午まで２週間前の金曜正午まで

受付時間 13：00～14：00 10：30～11：00

保健センターからのお知らせ

※　与論徳洲会病院の林医師の接種日については、お届けしている受診票の裏面を

　 　ご覧になるか、病院からのお知らせを参考にしてください。

パナウル診療所 龍美クリニック

✿高校3年生相当の方の日本脳炎ワクチン定期予防接種✿

※　予診票に保護者自署があれば、必ずしも保護者の同伴は必要ありません。

※　与論町に住所があるあいだのみ対象となります。

与論町保健センター

受付時間 10：30～11：00

予約方法 ２週間前の金曜正午まで ２週間前の金曜正午まで２週間前の金曜正午まで

担当：清水・橋口

電話　0997-97-5105

お問合せ先



 

お問い合わせ 

水道課 97-4994 

❼

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所与論駐在
令和７年度 会計年度任用職員（土木施設管理補助員）募集について

職 務 内 容 港湾等の維持管理補助業務（供利・茶花港）

・船舶の出入港の監視のほか，港湾区域内（コースタルリゾート）を草刈機を使用し

ての除草作業等の屋外作業

募 集 人 員 １人

募 集 対 象 以下の条件を満たしている方

１ 普通自動車運転免許（AT限定可）を有する者

作業車両及び移動交通手段としての自家用車を有する者２

勤 務 時 間 １ 勤務日数

月20日以内原則として

２ 勤務日

月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。

※土曜日，日曜日，祝日及び12月29日～翌年１月３日には勤務日を割り振りません。

３ 勤務時間

午前８時30分から午後４時00分まで（正午から午後１時まで休憩時間，勤務時間６時

間30分）

４ 休暇

年次有給休暇，特別休暇（有給・無給）

勤 務 地 大島郡与論町茶花1420-2（鹿児島県大島支庁沖永良部事務所与論庁舎）

任 用 期 間 令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

※ 採用後，原則として１月間は条件付採用期間となります。

報酬支払日 原則として毎月７日（毎月末日締切翌月支払）

報 酬 等 １ 基本となる報酬

日額： 円（学歴，職務経験を考慮の上決定）7,400円～8,200

２ 期末手当及び勤勉手当

勤務時間や任用期間等に係る一定の要件を満たす場合に支給されます。

３ 通勤にかかる費用弁償

一定の要件を満たす場合に支給されます。

加入保険等 雇用保険，社会保険（健康保険・厚生年金）

災害補償制度の適用あり。

応 募 方 法 ・市販の履歴書（写真貼付，学歴及び職歴，志望動機を明記。），普通一種運転免許の写

しを，下記宛先まで持参又は郵送にて提出してください。

・書類選考の上，順次，面接日時等を連絡します。

・応募期間にかかわらず，採用者が決定次第，募集を締め切らせていただく場合がありま

すので，あらかじめ御了承ください。

書類提出先及び問合せ先

〒891－9111

大島郡和泊町手々知名134-1

大島支庁沖永良部事務所

総務福祉課 担当：丸野

℡0997－92－1632



❽


